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地方独立行政法人神奈川県立病院機構第三期中期目標 

前文 

（ 背景）

 地方独立行政法人神奈川県立病院機構（ 以下「 病院機構」 と いう 。） は、 平成

22年度の法人設立以降、 本県における 保健医療施策と し て 求めら れる 高度・ 専門

医療の提供や地域医療の支援等を 行う こ と によ り 、 県内医療水準の向上を 図り 、

県民の健康の確保及び増進に寄与する こ と を 目的に、 県立５ 病院（ 足柄上病院、

こ ど も 医療セン タ ー、 精神医療セン タ ー、 がんセン タ ー、 循環器呼吸器病セン タ

ー） を 運営し ている 。  

（ 第二期中期目標期間の評価・ 課題）  

 平成27年度から 令和元年度ま での第二期中期目標期間には、 全国で５ 番目と な

る 重粒子線治療施設を がんセン タ ーに導入し たほか、 第一期に整備し た新病院の

機能や、 多様な採用方法によ り 確保し た人材を 効果的に活用し 、 県民にさ ら に進

歩し た医療を 提供する こ と ができ た。  

 一方、 経営基盤の強化については、 経営目標を 達成する こ と が困難な 見込みで

あり 、 抜本的な経営改善に早急に取り 組む必要がある 。  

（ 第三期中期目標における 病院機構の基本的な役割）  

 第三期と なる 令和２ 年度から の５ 年間は、 急激な少子高齢化の進展に伴い、 人

口構造や疾病構造が変化し 、 医療ニーズのさ ら なる 多様化が進むと 見込まれる 。  

 こ う し た中、 病院機構においては、 地域における 医療機能の分化及び連携を さ

ら に進めながら 、 引き 続き ①高度・ 専門医療の提供、 研究開発、 ②広域的な対応

が必要な救急医療、 災害時医療、 感染症医療等の提供、 ③地域だけでは実施が困

難な医療の提供、 ④医療従事者の人材育成など の基本的な 役割を 担い、 県民の目

線に立っ た心あたたかい医療、 県民から 信頼さ れる 安全・ 安心で質の高い医療を 、

安定的に提供し ていく こ と が求めら れる 。  

（ 長期的展望）  

 さ ら に2040年（ 令和22年） 頃には、 人口が急減する 中、 高齢化率がピ ーク と な

る など 、 こ れまで経験し たこ と のない局面を 迎える こ と が見込まれており 、 病院

機構が将来にわたり 、 県民に求めら れる 医療を 的確に提供し ていく ためには、 経

営基盤の確保と と も に、 新たな時代を 見据えた医療機能や提供体制について不断

の見直し を 行う 必要がある 。  

（ 第三期中期目標の方向性）  

 そこ で、 病院機構の第三期においては、 引き 続き 県の医療政策における 役割を

着実に果たし つつ、 こ れま で以上に法人の自主性・ 自律性を 発揮し て、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

サイ ク ルが適切に機能する 効果的な運営を 行い、 県民の信頼と 期待に応える 医療

を 継続し て担う こ と のでき る基盤を確立する こ と を 強く 求める も のであり 、 以下、

第三期中期目標を 定める 。  

参考資料１０



 - 2 -

第１  中期目標の期間 

令和２ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月31日までの５ 年間と する。  

第２  県民に対し て提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１  質の高い医療の提供 

県の保健医療施策と し て求めら れる高度・ 専門医療の提供、 地域医療の支援等

を行う こ と により 、 県内医療水準の向上を図り 、 県民の健康の確保及び増進に寄

与するこ と を 目的に、 各病院の役割と 特性を生かし た運営を するこ と 。  

⑴ 足柄上病院 

県西医療圏の中核的な 総合医療機関と し て 、 地域の特性やニーズに対応

し た総合的な 医療や高度・ 専門医療、 救急医療、 産科医療等を 提供する こ

と 。  

第二種感染症指定医療機関及びエ イ ズ治療拠点病院と し て感染症医療を

担う こ と 。  

災害拠点病院、 神奈川Ｄ ＭＡ Ｔ 指定病院と し て 、 災害に備え た体制の充

実強化に努める こ と 。  

臨床研修指定病院と し て、 医師の人材育成に取り 組むと と も に、 地域の

医療従事者の人材育成の充実を 図る こ と 。  

地域包括ケア システ ムの推進及び地域連携の強化に向けた取組みを 推進

する こ と 。  

⑵ こ ども 医療センタ ー 

県内唯一の小児専門総合病院と し て、小児の高度・ 専門医療を 担う こ と 。  

福祉施設を 併設し た小児専門総合病院と し て、 障害児入所施設を 運営す

る こ と 。  

小児がん拠点病院と し て、 小児期及びＡ Ｙ Ａ 世代のがん患者への診療や

支援を 充実する と と も に、 小児がん治療を 行う 医療機関と の連携体制の構

築に取り 組むこ と 。  

総合周産期母子医療セン タ ー及び小児救急シス テ ム三次救急医療機関と

し て、 周産期救急医療や小児救急医療の充実に努める こ と 。  

小児の難病や希少疾患、 児童精神科やア レ ルギー疾患等、 特に専門性の

高い分野について、 他の医療機関や関係機関と の連携を 強化し 、 充実を 図

る こ と 。  

小児の緩和ケアや医療的ケア児への支援、 在宅医療への支援、 移行期医

療への支援等のさ ら なる 充実に努める こ と 。  



 - 3 -

⑶ 精神医療センタ ー 

一般の精神科では対応困難な専門性の高い精神科医療を 地域の医療機関

や関係機関と 連携し 、 提供する こ と 。  

精神科救急の基幹病院と し て、 精神科救急・ 急性期医療の充実を 図る こ

と 。  

早期の社会復帰を 支援する 医療提供体制の充実に努める こ と 。  

依存症治療拠点機関と し て、 依存症に関する 取組みの情報収集及び情報

発信を 行う な ど 、 県における 依存症の医療連携体制の拠点と し ての役割を

担う こ と 。  

⑷ がんセンタ ー 

都道府県がん診療連携拠点病院と し て、 ま た、 県のがんゲノ ム医療の中

核的病院と し て県内の医療機関と の機能分担や連携・ 協働を 推進し 、 本県

のがん医療の質の向上を 図る と と も に、 がん診療の人材を 育成する こ と 。  

手術療法、 放射線療法及び薬物療法を 効果的に組み合わせた集学的治療

のさ ら な る 質の向上に努める と と も に、 がんゲノ ム医療、 がん免疫療法な

ど の最先端医療や最新技術の活用と 臨床研究の推進によ り 、 よ り 高度で 先

進的ながん医療を 提供する こ と 。  

特に重粒子線治療については、 がん専門病院に併設さ れた世界初の施設

と し て、 治療患者数や対象疾患の拡充を 図る と と も に、 医療分野における

国際交流や国際貢献に寄与する 観点から 医療イ ン バウン ド 等に取り 組むこ

と 。  

在宅医療も 含めた緩和ケアや漢方薬など の支持療法、 がんリ ハビ リ テ ー

ショ ン の提供など 、 患者の生活の質を 高める 取組みを 推進する こ と 。  

がんと の共生を 支える ため、 ア ピ アラ ン ス ケア や就労支援等の相談対応

や患者支援機能の充実に取り 組むこ と 。  

小児がん患者のフ ォ ロ ーアッ プ やＡ Ｙ Ａ 世代がん患者への支援を 進める

と と も に、 高齢者のがん対策の充実な ど 、 年代に応じ た適切ながん医療の

提供に取り 組むこ と 。  

県と 連携し て、 がん登録の着実な実施を 図る こ と 。  

県内がん医療の拠点と し ての役割を 果たし ていく ため、 よ り 高度な医療

の提供と 、 機能の充実に努める こ と 。  

⑸ 循環器呼吸器病センタ ー 

循環器・ 呼吸器病の専門病院と し て、 高度・ 専門医療と 救急医療を 提供

する こ と 。  

結核指定医療機関と し て結核医療を 継続する こ と 。  

循環器病対策基本法に対応し 、 迅速な医療の提供や重症化の防止など 総

合的な取組みを 推進する こ と 。  
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⑹ 各病院の病床数について 

当初目標の病床数は次表のと おり と し 、 地域の医療状況の変化に応じ て

適宜、 見直すこ と 。  

病院名 病床数（ ※）  

足柄上病院 ２ ９ ６  

こ ど も 医療セン タ ー ４ ３ ０  

精神医療セン タ ー ３ ２ ３  

がんセン タ ー ４ １ ５  

循環器呼吸器病セン タ ー ２ ３ ９  

  ※許可病床数 

２  質の高い医療を提供するための基盤整備 

⑴ 人材の確保と 育成 

多様な採用方法など によ り 、 質の高い人材の確保に努める こ と 。  

職員のキャ リ アプ ラ ン の充実が図ら れる 仕組みを つく り 、 人材育成機能

を 充実する こ と 。  

専攻医や実習生、 研修生の積極的な受入れ、 地域の医療従事者と の相互

研さ んや研修の実施などを 通じ て、医療従事者の人材育成に貢献する こ と 。 

経営の専門性を 有し た事務職員の育成に計画的に取り 組むこ と 。  

⑵ 地域の医療機関等と の機能分化・ 連携強化 

地域包括ケア システ ムの推進や、 地域医療構想の実現に向けて、 地域の

医療機関等と の機能分化や連携強化を さ ら に進める こ と 。  

患者の円滑な 退院や在宅医療への移行を 支援する 取組みを さ ら に進める

こ と 。  

⑶ 臨床研究の推進 

医療水準の向上及び医療人材の育成を 目的に、 中長期的に成果が県民に

還元さ れる 臨床研究等に取り 組むこ と 。  

⑷ Ｉ Ｃ Ｔ やＡ Ｉ などの最先端技術の活用 

Ｉ Ｃ Ｔ やＡ Ｉ など の最新・ 最先端の医療技術を 効果的に導入・ 活用し 、

質の高い医療の提供に努める こ と 。  

３  患者や家族、 地域から 信頼さ れる医療の提供

⑴ 医療安全対策の推進 

患者の安全を 守り 、 患者が安心し て医療を 受けら れる よ う 、 院内感染対

策を 含め、 医療安全対策を 引き 続き 推進する こ と 。  
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⑵ 患者満足度の向上と 患者支援の充実 

患者の目線に立っ た心あたたかい医療を 提供する ため、 患者と の信頼関

係の構築に努め、十分な説明と 同意のも と 最適な 医療を 提供する と と も に、

患者のニーズを 的確に把握し 、 患者満足度の向上に努める こ と 。  

多様な相談に対応する と と も に、 入院から 退院まで の一貫し た支援を さ

ら に充実する こ と 。  

診療内容を 標準化し 、 良質な医療を 効率的に提供する ため地域医療機関

も 含めたク リ ニカ ルパスの作成を 進める こ と 。  

各病院の診療内容等について、 県民にわかり やすく 情報提供する と と も

に、 ホームページ や公開講座な どを 通じ て積極的に情報発信する こ と 。  

⑶ 災害時の医療提供 

災害発生時には、 各病院は「 神奈川県保健医療救護計画」 に基づき 、 医療

救護活動など の対応を 迅速かつ適切に行い、 本県の医療救護活動の拠点機

能を 担う こ と 。  

医薬品や食料を 備蓄し 、 建物な ど の定期的な点検を 行う と と も に、 Ｂ Ｃ

Ｐ ( 事業継続計画) の策定など 、 継続的に医療を 提供する 体制を 整備する こ

と 。  

県外の大規模災害発生時にも 、 災害派遣医療チーム（ Ｄ ＭＡ Ｔ ） や災害

派遣精神医療チーム（ Ｄ Ｐ Ａ Ｔ ） 等を 派遣する な ど 、 積極的に協力する こ

と 。  

⑷ 感染症医療の提供 

感染症の発症予防、 ま ん延防止、 適切な治療を 行う ため、 関係機関と 連

携し 、 医療提供体制を 確保する こ と 。  

新型イ ン フ ルエ ン ザ等の発生時には、 関係機関と 連携し 、 迅速な対応を

図る こ と 。  

⑸ 第三者評価の活用 

信頼さ れる 病院づく り を 進め、 内外に発信する ため、 各病院の取組状況

を 客観的に評価する 制度等の活用に努める こ と 。  

４  県の施策と の連携 

⑴ 県の施策と の連携・ 協働 

県が推進する 保健医療施策等の諸施策について 、 県と 連携し て取り 組む

こ と 。  

特に、超高齢社会を 乗り 越えていく ため、「 最先端医療・ 最新技術の追求」

と 「 未病の改善」 の２ つのア プ ロ ーチを 融合し 、 新たな社会システ ムの形

成や健康寿命の延伸を めざ し て県が取り 組む「 ヘルス ケア ・ ニュ ーフ ロ ン

テ ィ ア」 など の施策と 、 積極的に連携し ていく こ と 。  
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県民の医療ニーズの変化等に対応し 、 モデル事業の実施など 、 県が行う

先駆的な取組みへの協力に努める こ と 。  

ま た、 県が推進する Ｓ Ｄ Ｇ ｓ や共生社会の実現など の趣旨を 踏ま えた運

営を 行う こ と 。  

⑵ 将来に向けた検討 

地域包括ケア システ ムの推進及び地域医療構想の実現はも と よ り 、 医療

ニーズの変化に的確に対応する ため、 長期的な視点のも と 、 各病院の機能

や地域における 役割について、 継続的に検討を 行う こ と 。  

特に、 足柄上病院及び循環器呼吸器病セン タ ーについて は、 病院の機能

や地域における 役割の検討に加え 、 医療資源の効率的な活用、 地域の医療

機関と の機能分担・ 連携等について引き 続き 検討する こ と 。  

第３  業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１  適正な業務の確保 

内部統制システムを 整備し 、 コ ンプラ イ アンスの遵守やリ スク マネジメ ント 、

情報セキュ リ ティ の確保等、 適正な業務運営を推進するこ と 。  

２  業務運営の改善及び効率化 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを 効果的に機能さ せるため、 指標や目標値を 適切に設定し 、

業務運営に取り 組むこ と 。  

医療機器等の整備については、費用対効果を 勘案し て計画的に実施すると と も

に、 医療ニーズの変化や医療技術の進展に応じ て、 機動的な対応を 行う こ と 。  

Ｉ Ｃ Ｔ などの最先端技術を活用するこ と により 、業務運営の改善及び効率化を

図るこ と 。  

５ 病院のそれぞれの特性を生かし 、 相互に連携を図り ながら 、 より 効果的・ 効

率的な運営を 行う こ と 。  

３  収益の確保及び費用の節減 

経営基盤の安定化に向けて、こ れまで以上に収益の確保と 費用の節減に取り 組

み、 自律的な病院経営を目指すこ と 。  

各病院の特性に応じ た施設基準等を 速やかに取得すると と も に、入院及び外来

の効率的な運用に努め、 収益の確保を図るこ と 。  

給与費や材料費等に係る経営指標の活用や、収支見込みの精査と 予算執行の進

捗管理、 適切な経営状況の分析等により 、 費用の適正化に努めるこ と 。  

診療報酬請求のさ ら なる 適正化と 未収金の発生防止及び早期回収に努める こ

と 。  

診療報酬によら ない料金の設定については、原価や周辺施設と の均衡などを考

慮し 、 適時、 適切な改定に努めるこ と 。  



 - 7 -

第４  財務内容の改善に関する事項 

「 第３  業務運営の改善及び効率化に関する 事項」 で 定めた取組みを 着実

に実施する こ と で、財務内容の改善を 図り 、安定し た経営基盤の確立に取り 組

むこ と 。  

次の経営目標の達成に努める こ と 。  

≪経営目標≫ 

・ 経常収支比率※１ を 100％以上 

・ 医業収支比率※２ は第二期を 上回る  

・ 各年度において資金収支の均衡を 達成 

・ 繰越欠損金の縮減 

   ※１  経常収支比率＝( 営業収益＋営業外収益) ÷( 営業費用＋営業外費用)  

   ※２  医業収支比率＝医業収益÷医業費用 

第５  その他業務運営に関する重要事項 

１  人事に関する 計画 

質の高い医療を効率的に提供するため、給与費等に係る経営指標に留意し つつ、

適正な人員配置に努めるこ と 。  

職員のやり がいを高め、 能力を 十二分に発揮できるよう 、 情報の共有化やコ ミ

ュ ニケーショ ンの確保を進めると と も に、 職員が働きやすい環境の整備や、 組織

の活性化を図り 、 職務満足度の向上に努めるこ と 。  

ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの向上等に向け、 働き 方改革の取組みを推進するこ

と 。  

法人の人事・ 給与制度について、 法人の業績や社会情勢などを 踏まえ、 検討を

行う こ と 。  

２  施設整備・ 修繕に係る 計画の検討 

計画的に施設整備・ 修繕を進めるため、 老朽化の状況や法人の経営状況等を総

合的に勘案し ながら 、 各病院の施設整備・ 修繕に関する中長期的な計画を 検討す

るこ と 。  


